
令和 3年度第 1回笛吹市上下水道事業審議会議事概要 

 

 

開催日時  令和 3年 11月 18日（木）午後 1時 30分 

開催場所  笛吹市 学びの杜みさか 講座教室 

出席者    

○上下水道事業審議会委員 

  筒井義章（連合区長会）、鈴木利也（連合区長会）、齋藤友美（連合区長会）、

橘田重友（連合区長会）、飯島清孝（連合区長会）、福沢昭文（公共的団体等

を代表する者）、三枝啓一（公共的団体等を代表する者）、若杉成剛（公共的

団体等を代表する者）、竹内稔（公共的団体等を代表する者）、三井久美子（公

共的団体等を代表する者）、長田美津恵（公共的団体等を代表する者）、内藤

運冨（学識経験を有する者） 

○事務局 

  水谷和彦（公営企業部長）、佐藤直規（公営企業部課長）、島村秀忠（水道課

長）、鈴木寿明（下水道課長）、河島武彦（業務課総務担当リーダー）、藤田

昭二（水道課工務担当リーダー）、赤松隆二（下水道課施設担当リーダー）、

丸山幸一（下水道課管理担当リーダー）、岩間皓平（業務課総務担当） 

欠席者 

○上下水道事業審議会委員 

蒔田良彦（連合区長会）、霜村和也（連合区長会） 

  河野佳一郎（公共的団体等を代表する者）、片田興（学識経験を有する者） 

 

 

 

 

次第（進行：佐藤課長） 

 

1 開会 

2 上下水道事業審議会会長挨拶 

3 議題 

(1) 報告案件 上下水道料金等改定時期の延期について 

(2) 水道事業決算概要（令和 2年度）について 

(3) 下水道事業決算概要（令和 2年度）について 



(4) 上下水道料金の状況について 

(5) 簡易水道事業・農業集落排水事業について 

4 その他 

5 閉会 

 

 

 

 

議事概要  （開始 午後 1時 30分） 

 

1 開会 

水谷公営企業部長 

 

2 上下水道事業審議会会長挨拶 

鈴木会長あいさつ 

 

3 議題（座長：鈴木会長） 

(1) 報告案件  上下水道料金等改定時期の延期について 

  

事務局より資料に基づき説明 

 

質疑 

〇委員 

 市民として、大変ありがたい報告内容と感じています。 

この上下水道料金が令和 4 年度から値上げされてしまうと市民生活の負担増が

さらに大きくなってしまうというのが実感です。 

 

〇委員 

この料金の値上げについては新聞折込チラシなどでも、さまざまな情報提供

が市内へ配布されています。 

『改定が必要かどうか？延期はいつまでなのか？』といった内容を市民に対

して分かりやすく、十分に説明することが大事なのではないか？市民へ周知す

ることを重ねてお願いします。 

 



〇事務局 

 市としては今回報告した内容を市議会へ、そして本日の審議会へ報告させて

いただきました。また市民への周知ですが、市広報紙・市 HP において 2 月頃

掲載し、情報提供を行いまして、皆様のご理解をいただきたいと考えています。 

 

(2)～(5)について 

(2) 水道事業決算概要（令和 2年度）について 

(3) 下水道事業決算概要（令和 2年度）について 

(4) 上下水道料金の状況について 

(5) 簡易水道事業・農業集落排水事業について 

《事務局担当より資料に基づき一括説明》 

 

質疑 

〇委員 

各事業会計の貸借対照表にある企業債、その中の流動負債とはどのような内

容なのか、その金額は今後一年間に発生する支払元金利息なのかどうか？固定

負債はこの金額が残っているということか？ 

 

〇事務局 

 流動負債の金額は 1 年以内に発生する償還金であります。また、固定負債の

金額についても委員の指摘されたとおりです。 

 

〇委員 

繰延収益、長期前受金とその戻入益とはどのような内容ですか？ 

 

〇事務局 

 総務省にて考案された『地方公営企業法』特有の制度であり、内部留保にて実

行された固定資産取得費用を収益化することです。一部は資本勘定へ、そのまた

一部が収益勘定へ計上される特殊な会計手法をとっております。 

 

4 その他 

 

〇委員 

この審議会は、各事業の細分まで取り上げて頂き、住民代表の声を聴いていた



だいたと実感します。 

市役所の計画には、様々な事柄がある中で、この審議会は真摯に出席者の説明

や率直な意見交換をさせていただきました。 

 私は住民代表の声を届けること、毎回明るい希望を述べさせていただきまし

たが、『笛吹市に住んでも良いかな！？』と思われる方が多くなるように、上下

水道事業においても、取り組んで頂きたいと思います。どうぞよろしくお願いし

ます。 

 

5 閉会 

 


